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1

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

指
導
員
養
成
訓
練
の
訓
練
課
程
の
見
直
し

一

職
業
訓
練
指
導
員
の
供
給
が
不
足
し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
短
期
養
成
課
程
の
訓
練
対
象
者
に
、
特
定
応
用
課
程
の

高
度
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
者
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
短
期
養
成
課
程
を
次
の
二
つ
の
コ
ー
ス
に
分
類
し
、
そ
の
教

科
、
訓
練
期
間
等
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
三
十
六
条
の
六
の
二
及
び
別
表
第
八
の
二
関
係
）

１

特
定
応
用
課
程
の
高
度
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
者
に
対
し
て
普
通
職
業
訓
練
を
担
当
す
る
た
め
に
必
要
な
訓
練
技

法
の
う
ち
職
業
能
力
開
発
指
導
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
指
導
力
習
得
コ
ー
ス

２

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
等
に
対
し
て
普
通
職
業
訓
練
又
は
高
度
職
業
訓
練
を
担
当
す
る

た
め
に
必
要
な
訓
練
技
法
を
培
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
実
務
経
験
者
訓
練
技
法
習
得
コ
ー
ス

二

一
の
見
直
し
に
伴
い
、
職
業
訓
練
指
導
員
の
免
許
資
格
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
受
験
資
格
、
同
試
験
の
免
除
、
専

門
課
程
及
び
応
用
課
程
の
職
業
訓
練
指
導
員
の
資
格
等
に
つ
い
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。
（
第
三
十
六
条
の
九
、

第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
五
条
の
二
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
八
条
の
二
、
第
六
十
四
条
の
二
及
び
第
六
十

四
条
の
三
関
係
）



2

第
二

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
等
（
附
則
関
係
）

一

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

経
過
措
置

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
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